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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に設けられ、運転者の運転感覚を調整する運転感覚調整装置であって、
　前記運転者の視野内に設けられた視覚刺激提示部と、
　車外の運転環境を検出する運転環境検出部と、
　前記車両の状態量を検出する車両状況検出部と、
　前記運転者の運転状態を検出する運転者状況検出部と、
　前記運転者の視野内の無限遠方に設定された仮想点を前記運転者の中心視方向に対して
±５度の範囲内に配置して前記仮想点から視覚刺激が提示されるように前記視覚刺激提示
部に視覚刺激を提示すると共に、前記運転環境検出部、車両状況検出部、及び運転者状況
検出部のうちの少なくとも一つの検出結果に応じて、前記仮想点から前記運転者に近づく
、又は運転者から前記仮想点へ遠ざかる視覚刺激を運転者に知覚させるように視覚刺激を
制御する制御部と
　を備えることを特徴とする運転感覚調整装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の運転感覚調整装置であって、
　前記制御部は、運転者の眼球位置と仮想点とを結ぶ直線に対して鉛直な仮想面を定義し
、当該仮想面を複数の領域に分割し、前記視覚刺激提示部に提示する視覚刺激を当該仮想
面に投影した際、複数の領域のうちの少なくとも一つの領域に視覚刺激が投影されるよう
に視覚刺激を制御することを特徴とする運転感覚調整装置。
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【請求項３】
　請求項２に記載の運転感覚調整装置であって、
　前記制御部は、運転者の眼球位置と仮想点とを結ぶ直線と前記仮想面との交点を中心と
して前記仮想面内に円形又は方形の領域を設定し、前記視覚刺激提示部に提示する視覚刺
激を当該仮想面に投影した際、設定された円形又は方形の領域内に視覚刺激が投影されな
い、又は、設定された円形又は方形の領域の透過率が他の領域の透過率より高くなるよう
に視覚刺激を制御することを特徴とする運転感覚調整装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の運転感覚調整装置であって、
　前記制御部は、前記仮想面を水平方向に二分割し、前記視覚刺激提示部に提示する視覚
刺激を当該仮想面に投影した際、分割された下側の領域にのみ視覚刺激が投影されるよう
に視覚刺激を制御することを特徴とする運転感覚調整装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の運転感覚調整装置であって、
　前記制御部は、前記仮想面を車両進行方向を中心として放射線状に分割し、前記視覚刺
激提示部に提示する視覚刺激を当該仮想面に投影した際、放射線状に分割された少なくと
も一つの領域に視覚刺激が投影されるように走行条件に応じて視覚刺激を制御することを
特徴とする運転感覚調整装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のうち、いずれか１項に記載の運転感覚調整装置であって、
　前記制御部は、前記仮想点からの距離に応じて、視覚刺激の輝度、コントラスト、色、
密度、不透過率のうちの少なくとも一つを一様又は段階的に変化させることを特徴とする
運転感覚調整装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のうち、いずれか１項に記載の運転感覚調整装置であって、
　前記制御部は、車外及び車室内の光量を検出する手段を備え、車外及び車室内の光量に
応じて、視覚刺激の輝度、コントラスト、色、密度、不透過率のうちの少なくとも一つを
一様又は段階的に変化させることを特徴とする運転感覚調整装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のうち、いずれか１項に記載の運転感覚調整装置であって、
　前記制御部は、前記車両状況検出部の検出結果に基づいて一定時間内に車両のふらつき
があるか否かを判別し、車両のふらつきがある場合、地球座標系に固定した仮想点から視
覚刺激を提示することを特徴とする運転感覚調整装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のうち、いずれか１項に記載の運転感覚調整装置であって、
　前記制御部は、前記運転環境検出部の検出結果に基づいて車両の進行方向が運転者にと
って不明瞭であるか否かを判別し、車両の進行方向が運転者にとって不明瞭である場合、
視覚刺激を提示することを特徴とする運転感覚調整装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のうち、いずれか１項に記載の運転感覚調整装置であって、
　前記制御部は、運転者状況検出部の検出結果に基づいて、運転者の覚醒度が低いか否か
、又は、運転者が脇見運転をしているか否かを判別し、運転者の覚醒度が低い、又は、運
転者が脇見運転をしている場合、視覚刺激を提示することを特徴とする運転感覚調整装置
。
【請求項１１】
　請求項１に記載の運転感覚調整装置であって、
　前記制御部は、運転者又は車両に加わる加速度ベクトルの車両進行方向軸まわりの角度
変化に応じて、運転者の視線軸まわり、且つ、加速度ベクトルの角度変化と同方向に前記
視覚刺激の回転変位させることを特徴とする運転感覚調整装置。
【請求項１２】
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　請求項１または請求項１１に記載の運転感覚調整装置であって、
　前記制御部は、車両の操舵角に比例する距離だけ前記仮想点を左右方向及び下方方向に
移動させることを特徴とする運転感覚調整装置。
【請求項１３】
　車両に設けられ、運転者の運転感覚を調整する運転感覚調整方法であって、
　車外の運転環境を検出するステップと、
　前記車両の状態量を検出するステップと、
　前記運転者の運転状態を検出するステップと、
　前記運転者の視野内の無限遠方に設定された仮想点を前記運転者の中心視方向に対して
±５度の範囲内に配置して前記仮想点から視覚刺激を提示すると共に、検出した運転環境
、車両状況、及び運転者状況のうちの少なくとも一つに応じて、前記仮想点から前記運転
者に近づく、又は運転者から前記仮想点へ遠ざかる視覚刺激を運転者に知覚させるように
視覚刺激を制御するステップと
　を有することを特徴とする運転感覚調整方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運転者の視野内に視覚刺激を提示することにより運転者の運転感覚を調整す
る運転感覚調整装置及び運転感覚調整方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、運転者の視界から遠ざかるように移動するパターン（逆走パターン）を視覚
刺激として運転者に提示することにより、運転者の速度感覚を制御する速度感覚修正装置
が知られている。このような速度感覚修正装置によれば、高速走行後に運転者の脳内に形
成された不正な速度感覚を短時間で修正し、その後の運転において安全運転を確保するこ
とができる（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１１－１４９２７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記速度感覚修正装置は、運転者の速度感覚の矛盾を修正することを目
的として構成されているために、運転者の運転感覚を調整することにより運転者の運転感
覚をより安定させることはできない。また、上記速度感覚修正装置は、運転者の運転感覚
のうち、運転者の速度感覚を制御するものであるので、運転者の進行方向知覚や平衡感覚
等の速度感覚以外の運転者の運転感覚を制御することはできない。
【０００４】
　本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであり、その目的は、運転者の視
野内に視覚刺激を提示することにより、運転者の運転感覚を調整し、運転者の運転感覚を
より安定させることが可能な運転感覚調整装置及び運転感覚調整方法を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述の課題を解決するために、本発明に係る運転感覚調整装置及び運転感覚調整方法は
、視覚刺激を表示すると共に、運転環境、車両状況、及び運転者状況のうちの少なくとも
一つに応じて、運転者に近づく、又は運転者から遠ざかる視覚刺激を運転者に知覚させる
ように視覚刺激を制御する。
【０００６】
　また、本発明に係る運転感覚調整装置は、車両に設けられ、運転者の視野内に設けられ
、表示画面に視覚刺激を提示する視覚刺激提示部と、運転者の眼球位置と視覚刺激提示部
の表示画面中央部とを結ぶ直線を含む垂直平面上、又は当該直線と光軸が略一致する位置
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に設置され、車外映像を撮像する撮像部とを備え、視覚刺激提示部は、撮像部により撮像
された車外映像を視覚刺激として表示画面に提示する。
【０００７】
　また、本発明に係る運転感覚調整装置は、車両に設けられ、運転者の視野内に設けられ
、表示画面に視覚刺激を提示する視覚刺激提示部と、視覚刺激提示部が提示する視覚刺激
を作成する視覚刺激作成部とを備え、視覚刺激作成部は、視覚刺激提示部に対する運転者
の視線方向に対応する車両運動に伴う路面オプティカルフローに相当する視覚刺激を作成
する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る運転感覚調整装置及び運転感覚調整方法によれば、視覚刺激によって視覚
誘導自己運動感覚を運転者に生じさせることができるので、運転者の運転感覚を調整して
運転者の運転感覚をより安定させることができる。
【０００９】
　また、本発明に係る運転感覚調整装置によれば、視覚刺激表示装置の画面垂直方向と表
示画像の方向とが略同じであるので、運転者が表示画面を視認した際、表示画面に表示さ
れる車外映像と車外環境とを容易に対応付けし、運転者の運転感覚を安定させることがで
きる。
【００１０】
　また、本発明に係る運転感覚調整装置によれば、通常の車両構造では車両機能部品によ
り遮られている運転者の周辺視野内に車両運動に伴う路面オプティカルフローに相当する
視覚刺激を提示するので、運転者により知覚される路面オプティカルフロー全体の面積が
増加し、運転者の進行方向知覚が容易になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本願発明者らは、視覚誘導自己運動感覚（ベクション）に着目して精力的な研究を重ね
てきた結果、ピッチ，ロール，ヨー等の車両の物理量が同じ運動であっても、ある視覚情
報を提示することにより運転者の運転感覚を調整できることを知見した。なお、上記視覚
誘導自己運動感覚とは、自分自身が静止しているにも係わらず視覚情報によって生じる運
動感覚を意味し、例えば、止まっている電車の車窓から動き出した別の車両を見ると、自
分が乗っている車両があたかも動いていると感じる感覚のことである。以下、図面を参照
して、上記知見に基づいてなされた本発明の実施形態となる運転感覚調整装置の構成及び
動作について詳しく説明する。なお、以下に示す実施形態では、運転感覚調整装置は、主
に運転者の進行方向知覚を制御するが、本発明は進行方向知覚の制御に限られることはな
く、例えば、運転者の平衡感覚を制御する処理にも適用することができることは勿論であ
る。
【実施例１】
【００１２】
〔運転感覚調整装置の構成〕
　本発明の第１の実施形態となる運転感覚調整装置は、図１に示すように、車両１に搭載
され、車両１のインストルメントパネル上部に設けられたプロジェクタ２と、車両１のフ
ロントウインドウガラス内側表面に貼り付けられたルーバー状部材から成るフィルム３と
、車外の運転環境を検出する運転環境検出部４と、車両１の状態量を検出する車両状況検
出部５と、運転者の運転状態を検出する運転者状況検出部６，後述する視覚刺激提示処理
を制御する制御部７を主な構成要素として備える。
【００１３】
　上記運転環境検出部４は、車外の運転環境を表す情報として、車外風景の画像，車外の
光量や雨量を検出する。また、上記車両状況検出部５は、車両１の状態量を表す情報とし
て、車両１のピッチ，ロール，ヨー，加速Ｇ，車速，ロール角，操舵角，操舵角速度を検
出する。また、上記運転者状況検出部６は、運転者の運転状態を表す情報として、運転者
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の画像や、筋電，脳波，心拍，脈拍等の運転者の生理生体状態を検出する。
【００１４】
　上記制御部７は、運転環境検出部４，車両状況検出部５，及び運転者状況検出部６の検
出結果に応じて視覚刺激を生成し、プロジェクタ２を制御して生成した視覚刺激をフィル
ム３に表示することにより、視覚刺激を運転者に提示する。なお、この実施形態では、制
御部７は、フロントウインドウガラス内側表面に設けられたフィルム３に視覚刺激を提示
することとするが、インストルメントパネル上面部，フロントピラー部，ヘッドライニン
グ部，サンバイザー部等のその他の部位の表面にフィルム３を設けて視覚刺激を提示して
もよい。
【００１５】
　そして、このような構成を有する運転感覚調整装置は、以下に示す視覚刺激提示処理を
実行することにより、運転者の運転感覚を調整して運転者の運転感覚を安定させる。以下
、図２を参照して、視覚刺激提示処理を実行する際の運転感覚調整装置の動作について詳
しく説明する。
【００１６】
〔視覚刺激提示処理〕
　視覚刺激提示処理を行う際、制御部７は、図２に示すように、（１）運転者の視野内の
無限遠方に複数の仮想点Ｉｎ（ｎ＝１～ｎ）を設定し、（２）各仮想点Ｉｎから運転者に
対し速度Ｖｎ（ｎ＝１～ｎ）で近づく又は遠ざかる光点Ｐｎ（ｎ＝１～ｎ）を想定し、（
３）運転者の視野内に設定した仮想面ＶＰに光点Ｐｎを投影する。そして、制御部７は、
プロジェクタ２を制御することにより、運転者の視野内に設置されたフィルム３に仮想面
ＶＰ内における光点Ｐｎの運動を表示する。
【００１７】
　このような構成によれば、車両１のフロントウインドウガラス８には、図３に示すよう
な運転者に対し近づく又は遠ざかる光点Ｐｎの運動が視覚刺激として提示され、この視覚
刺激によって運転者に視覚誘導自己運動感覚を生じさせることができるので、運転者の進
行方向知覚を制御することができる。
【００１８】
　なお、本願発明者らは、光点Ｐｎの大きさが十分に小さな点であっても運転者の進行方
向知覚を制御できることを確認しているが、道路環境等の外部環境に応じて、光点Ｐｎの
形状は棒形状や四角形状であってもよい。また、光点Ｐｎの大きさは、運転者の前方視界
に悪影響を与えない大きさであれば、どのような大きさであってもよい。また、この実施
形態では、各光点Ｐｎに速度Ｖｎを与えたが、運転者の視野内の位置に応じて各光点Ｐｎ
の速度を変化させてもよいし、車両１の車速に合わせて各光点Ｐｎに一様な速度を与えて
もよい。
【００１９】
　また、この実施形態では、制御部７は、運転者前方の無限遠方に複数の仮想点Ｉｎを想
定することにより視覚刺激を生成したが、図４に示すように、（１）運転者の視野内の空
間に一様又は距離Ｘ，Ｙ，Ｚ（Ｘ，Ｙ，Ｚは点Ｐと運転者前方の無限遠方に想定された仮
想点Ｉとを結ぶ直線Ｌに対する水平方向，鉛直方向，及び同軸方向を示す）に応じた密度
分布を有する光点の集まりを想定し、（２）光点の集まりを点Ｐから仮想点Ｉに向かい速
度Ｖで進行又は後退させ、（３）運転者の視野内に設定した仮想面ＶＰに投影される光点
の運動を視覚刺激として提示してもよい。
【００２０】
　このような構成によれば、運転者に近づく視覚刺激は、運転者から見て、仮想点Ｉから
湧き出すように知覚され、逆に遠ざかる視覚刺激は、仮想点Ｉへ消失していくように知覚
される。そして、特に点Ｐが運転者の眼球位置Ｅ又は眼球位置Ｅの近傍にある時には、運
転者がこのような感覚を一層知覚しやすくなるので、視覚刺激の運動によって運転者の進
行方向知覚を精度高く制御することが可能となる。
【００２１】
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　なお、距離Ｘ，Ｙ，Ｚに応じて光点の密度分布を変化させる例としては、例えば図５（
ａ）に示すように、ＸＹ平面の中心部分における光点の密度を低くする場合がある。この
ような構成によれば、仮想面ＶＰに表示される原点近傍の視覚刺激の透明度を高くするこ
とができる。また、ＸＹ平面内で図５（ｂ），（ｃ）に示すような密度分布を持たせるこ
とにより、運転者から一定の距離を有するリング状（図５（ｂ））やトンネル状（図５（
ｃ））の視覚刺激を知覚させることができる。なお、図５（ａ），（ｂ），（ｃ）に示す
例は、ＸＹ平面内において光点の密度分布を変化させた例であるが、Ｘ，Ｙ，Ｚ方向それ
ぞれの距離に応じて光点の密度分布を変化させてもよい。
【００２２】
　以上の説明から明らかなように、本発明の第１の実施形態となる運転感覚調整装置では
、制御部７が、車両１のフロントウインドウガラス８内側表面に貼り付けられたフィルム
３に視覚刺激を提示し、運転環境検出部４，車両状況検出部５，及び運転者状況検出部６
の検出結果に応じて、運転者に近づく又は運転者から遠ざかる視覚刺激を運転者に知覚さ
せるように視覚刺激を制御することにより、視覚刺激によって視覚誘導自己運動感覚を運
転者に生じさせるので、車両状態量，運転環境，及び運転者状態に応じて運転者の運転感
覚を調整することができる。
【００２３】
　また、本発明の第１の実施形態となる運転感覚調整装置では、制御部７が、少なくとも
１つの仮想点Ｉｎから運転者に近づく又は運転者から遠ざかる視覚刺激を運転者に知覚さ
せるように視覚刺激を制御し、運転者の意識を仮想点Ｉｎの方向に誘導するので、様々な
状況に応じて運転者の進行方向知覚を調整することができる。
【実施例２】
【００２４】
　本発明の第２の実施形態となる運転感覚調整装置は、上記第１の実施形態となる運転感
覚調整装置と同じ構成を有し、制御部７が、（１）運転者の眼球位置Ｅと操舵角に基づい
て車両１が進行又は後退することにより生じる拡大焦点Ｆを推定し、（２）拡大焦点Ｆの
近傍領域ＦＲに仮想点Ｉを複数配置する。
【００２５】
　具体的には、制御部７は、図６（ｂ），（ｃ）に示すように、（１）運転者の眼球位置
Ｅを推定し、（２）推定された眼球位置Ｅの路面ＧＲからの高さＨから水平方向、且つ、
眼球位置Ｅから車両進行方向に平行に伸びる線分Ｌを算出し、（３）線分Ｌ上の無限遠方
の点を拡大焦点Ｆに設定し、（４）拡大焦点Ｆの近傍領域ＦＲ（図５（ａ）参照）に仮想
点Ｉを複数配置する。
【００２６】
　ここで、制御部７は、運転者の着座位置（シートクッション高さ，スライド量，シート
バックアングル）と人体表標準寸法から運転者の眼球位置Ｅを推定する。なお、眼球位置
Ｅをより精度高く推定する場合には、運転者の顔面をステレオカメラで撮影し、パターン
マッチング処理により眼球位置Ｅを推定するとよい。
【００２７】
　また、一般に、拡大焦点Ｆは、地球座標系に対する車両の運動方向を示すものであるの
で、路面の凹凸等の原因によって進行方向が絶えず変化する車両では、拡大焦点Ｆの位置
を厳密に特定することは難しい。そこで、制御部７は、拡大焦点Ｆの近傍領域ＦＲに仮想
点Ｉを複数配置し、各仮想点Ｉにおいて発生，消滅を不規則に繰り返す、又は移動する光
点を視覚刺激として運転者に提示する。このような構成によれば、一定の仮想点Ｉから視
覚刺激が発生する場合と比較して、運転者の進行方向知覚を安定に保つことができる。
【００２８】
　なお、進行方向知覚の弁別能力は、道路状況や運転シーンによってその近傍の定義が異
なるので規定は難しいが、実験的には図７に示すように運転者の中心視方向に対して±５
度程度の範囲内であり、それ以外の領域は周辺視界であると言われている（詳しくは、日
本視覚学会編，視覚情報処理ハンドブック，朝倉書店を参照のこと）。従って、仮想点Ｉ
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は、拡大焦点Ｆ（中心視方向）を中心として５～１０度程度の近傍領域内に配置すること
が望ましい。
【００２９】
　また、車両が定常旋回している際は、制御部７は、図８に示すように、車両中心Ｐ０に
対する運転席中心Ｐ１のオフセット量及び旋回半径をそれぞれＤ，Ｒとし、車両右側及び
左側からの距離ＷＲ及び距離ＷＬの位置に壁を定義し、旋回内側の壁に対する運転者の眼
球位置Ｅからの接線方向（壁上の点ＣＰにおける接線方向）θＲ，θＬを車両の進行方向
に対する拡大焦点Ｆの方向とする。
【００３０】
　なお、拡大焦点Ｆの方向θＲ，θＬは、以下の数式１，２により表される。また、車両
中心Ｐ０に対する運転席中心Ｐ１のオフセット量Ｄは、車両中心Ｐ０に対して右方向にオ
フセットしている場合を正とした。また、旋回半径Ｒ，距離ＷＬ，距離ＷＲ等のパラメー
タは、例えば高速道路等では、カーナビゲーション装置からの情報を参考にして実際の距
離で定義してもよいし、運転者の視線方向の検出結果から推定してもよい。また、旋回半
径Ｒは、車両の速度や操舵角から推定してもよい。
【数１】

【数２】

【００３１】
　また、この実施形態では、視覚刺激は、直進状態時には図９に破線で示すように車両進
行に伴い発生する拡大焦点Ｆから湧き出すように運転者に提示される。一方、旋回状態時
には図１０に破線で示すように車両旋回で生じる拡大焦点Ｆの近傍から、旋回方向と進行
方向のベクトル和方向に湧き出てくるように運転者に提示される。
【００３２】
　以上の説明から明らかなように、本発明の第２の実施形態となる運転感覚調整装置によ
れば、制御部７が、拡大焦点Ｆの近傍領域ＦＲに仮想点Ｉを複数配置し、各仮想点Ｉにお
いて発生，消滅を不規則に繰り返す、又は移動する光点を視覚刺激として運転者に提示す
るので、一定の仮想点Ｉから視覚刺激が発生する場合と比較して、運転者の進行方向知覚
を安定に保つことができる。
【００３３】
　ここで、この実施形態において、制御部７は、図１１に示すように、旋回時に運転者又
は車両１に加わる加速度ベクトルの車体進行方向軸まわりの角度変化に応じて、拡大焦点
Ｆまわり、且つ、加速度ベクトルの角度変化と同方向に視覚刺激を回転変位させてもよい
。なお、この時、視覚刺激の回転変位量は、加速度ベクトルの角度変化量ΔＧと等価でな
くてもよく、例えば角度変化量ΔＧの１／２倍，１／３倍…、又は２倍，３倍…等、角度
変化量ΔＧに比例させてもよい。また、加速度ベクトルの角度変化量ΔＧは、横加速度セ
ンサや振り子等を用いて直接計測してもよいし、車速や操舵角等の車両状態量から推定す
るようにしてもよい。また、視覚刺激の角速度は、大きすぎると逆に運転者の平衡感覚を
乱す原因になり得るので、フィルタ処理等により上限値を設けるようしてもよい。
【００３４】
　このような構成によれば、旋回時、運転者又は車両１に加わる加速度ベクトルの変化に
応じて、運転者が傾ける頭部姿勢の姿勢誘導を容易に行うことができる。すなわち、旋回
時、運転者は頭部を傾け、頭部から見た外界の傾きは逆方向に増大するが、運転者の視野
内に提示した視覚刺激を頭部の傾き方向と同方向に回転変位させることにより、窓枠等の
平衡機能を損なう原因の一つである運転者の視野内で逆方向に変位する視覚要素の動きを
補償することができるので、旋回時の頭部の傾き変位を安定に誘導し、運転者の平衡感覚
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【００３５】
　また、この実施形態において、制御部７は、操舵角θに応じて拡大焦点Ｆを左右方向及
び下方方向に移動させてもよい。具体的には、操舵角が左方向に角度θ変化した場合、制
御部７は、図１２に示すように、拡大焦点Ｆの移動方向と水平方向の成す角度がθ１（＝
ｋθ，ｋは定数を示す）になるように、拡大焦点Ｆを左斜下方向に移動させる。一般に、
旋回時の運転者の頭部姿勢は旋回内側方向を向くと共に、上体及び頭部の傾き又はステア
リング操作の影響によって視点、すなわち目の高さが下方向に移動する。
【００３６】
　そしてこの時、視覚刺激の提示がなく、なんらかの振動外乱等の影響によって運転者が
本来の運転姿勢変化に伴う視点下降よりも高い視点位置を維持してしまうと、頭部に掛か
る下方加速度が瞬間的に低下し、あたかもエレベータ下降の瞬間における気分の悪さのよ
うな瞬間的な平衡感覚の違和感が生じる。従って、操舵角θに応じて拡大焦点Ｆを左右方
向及び下方方向に移動させることにより、頭部位置の高さ変化を安定的に誘導し、運転者
の平衡感覚を安定に保つことができる。
【００３７】
　また、操舵角θに応じて拡大焦点Ｆを左右方向及び下方方向に移動させる場合、制御部
７は、左旋回時と右旋回時とで拡大焦点Ｆの移動量を変化させてもよい。具体的には、右
運転席の車の場合、左旋回時及び右旋回時の拡大焦点Ｆの移動方向と水平方向の成す角度
をそれぞれθｌ，θｒとすると、制御部７は、図１３に示すように、角度θｒを角度θｌ
をより大きく設定すると共に、左方向の転舵量に対する拡大焦点Ｆの移動量が右方向の転
舵量に対する拡大焦点Ｆの移動量よりも大きくなるようにする。なお、この時、下方移動
量については左方向と右方向とで同じ大きさにしてもよい。また、拡大焦点Ｆの移動軌跡
は、図１３に破線で示すように上に凸の曲線軌跡になるようにしてもよい。
【００３８】
　また、操舵角θに応じて拡大焦点Ｆを左右方向及び下方方向に移動させる場合、制御部
７は、図１４（ａ），（ｂ），（ｃ）に示すように、旋回時に運転者又は車両１に加わる
加速度ベクトルの車体進行方向軸まわりの角度変化に応じて、拡大焦点Ｆまわり、且つ、
加速度ベクトルの角度変化と同方向に視覚刺激を回転変位させてもよい。このような構成
によれば、運転者の平衡感覚安定化効果をより増大させることができる。
【００３９】
　なお、運転者が旋回時に受ける横方向加速度ｇｒは、旋回半径Ｒ（図１５（ａ）参照）
と車速Ｖにより以下の数式３のように表される。また、旋回半径Ｒは車両の前輪の舵角β
とホイールベースＬにより以下の数式４のように表される。従って、運転者が旋回時に受
ける横方向加速度ｇｒは、数式４を数式３に代入することにより、前輪の転舵角β，車速
Ｖ，及びホイールベールＬにより以下の数式５のように表される。一方、運転者に加わる
加速度ベクトルと重力加速度ｇ０の成す角度φ１（図１５（ｂ）参照）は重力加速度ｇｒ
と横方向加速度ｇｒにより以下の数式６のように表される。
【数３】

【数４】

【数５】
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【数６】

【００４０】
　従って、角度φ１は、数式５を数式６に代入することにより、数式車両の前輪の舵角β
（＝操舵角θ／ステアリングギア比ｎ），ホイールベースＬ，車速Ｖ，及び重力加速度ｇ
０により以下の数式７のように表される。そして、視覚刺激の角度位置変化量φは、比例
定数をαとすると、以下の数式８のように表されるので、数式６と数式７を用いることに
より、視覚刺激の角度位置変化量φを算出するようにしてもよい。なお、比例定数αが１
であれば、視覚刺激は振り子のように運転者が受ける加速度ベクトルの角度変化と同様に
角度変化する。また、０＜α＜１の範囲であれば、運転者が受ける加速度ベクトルの角度
変化より小さい角度変化量となる。一般的に、乗員の頭部の旋回による傾きの範囲はこの
範囲に含まれることが実験的に分かっている。
【数７】

【数８】

【実施例３】
【００４１】
　本発明の第３の実施形態となる運転感覚調整装置は、上記第１の実施形態となる運転感
覚調整装置と同じ構成を有し、制御部７が、（１）図１６（ａ），（ｂ）に示すように、
運転者の眼球位置Ｅを中心とした操舵角θに対して鉛直な平面を仮想面ＶＰとして運転者
とフィルム３との間に定義し、（２）図１７に示すように、仮想面ＶＰを複数の領域に分
割し、（３）分割された複数の領域のうちの少なくとも一つの領域に視覚刺激が投影され
るように視覚刺激を制御する。なお、図１７に示す例では、仮想面ＶＰを格子状に分割し
たが、その他の形状に分割してもよい。
【００４２】
　このような構成によれば、制御部７は、視覚刺激を視野内の一部の領域にのみ提示する
ことになるので、視覚刺激が提示されることによって運転者が煩わしさを感じることを防
止できると共に、状況に応じて進行方向知覚の調整に効果的な提示領域を設定することが
できる。また、フロントウインドガラス，インストルメントパネル上面，フロントピラー
部等の曲率を有する部位にフィルム３を設けた場合であっても、歪みがない視覚刺激を運
転者に提示することができる。
【実施例４】
【００４３】
　本発明の第４の実施形態となる運転感覚調整装置は、上記第３の実施形態となる運転感
覚調整装置と同じ構成を有し、仮想面ＶＰ上の点Ｏを中心として水平方向及び鉛直方向を
それぞれＸ方向，Ｙ方向とした時に、制御部７が、Ｘ方向及びＹ方向の距離に応じて視覚
刺激の透過率を変化させる。具体的には、制御部７は、図１８（ａ），（ｂ）、図１９（
ａ），（ｂ）に示すように、点Ｏを中心として円形や方形の領域を設定し、設定した領域
内における視覚刺激の透過率を他の領域における視覚刺激の透過率よりも高くする。
【００４４】
　このような構成によれば、視覚刺激の透過率が高い部分を介して車両の進行方向の状況
を把握することができるので、運転者に提示された視覚刺激が運転者の進行方向の状況把
握の妨げになることを防止できる。なお、制御部７は、運転シーンに応じて視覚刺激の透
過率を変化させる領域を変化させてもよく、また、車両の進行によって生じる拡大焦点Ｆ
付近や飛び出しの危険性がある左右のピラー付近の透過率を高めるようにしてもよい。ま
た同様にして、制御部７は、奥行き方向Ｚに応じて視覚刺激の透過率を変化させてもよい
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。
【実施例５】
【００４５】
　本発明の第５の実施形態となる運転感覚調整装置は、上記第３の実施形態となる運転感
覚調整装置と同じ構成を有し、制御部７が、図２０（ａ），（ｂ）に示すように、仮想面
ＶＰを水平方向に２分割し、分割された下側の領域にのみ視覚刺激が投影されるように視
覚刺激を提示する。一般に、実際の運転時に運転者に入力される視覚刺激の多くは、ガー
ドレールや縁石等の水平位置（地球座標系）よりも下側の領域に存在するものにより構成
され、水平位置よりも上側の領域は、空や遠方に離れた雲や山等が多いことから、視覚刺
激が少ない。従って、このような構成によれば、現実の走行シーンに適した視覚刺激を提
示することが可能となる。また、フィルム３の大きさを小さくすると共に、プロジェクタ
２の照射範囲を狭くすることができるので、運転感覚調整装置のコストを削減することが
できる。
【実施例６】
【００４６】
　本発明の第６の実施形態となる運転感覚調整装置は、上記第３の実施形態となる運転感
覚調整装置と同じ構成を有し、制御部７が、視覚刺激の表示範囲を放射線状に分割する。
具体的には、高速道路のような遠方まで続く道路を直進している状態において、図２１（
ａ），（ｂ）に示すように、左側車線及び右側車線から車両中心Ｐ０までの距離をそれぞ
れＷＬ，ＷＲ、車両中心Ｐ０に対する運転席中心Ｐ１のオフセット量をＤ、運転者の眼球
位置Ｅの道路面ＧＲからの視線高さをＨで表すと、制御部７は、路面部と車線外側との左
側及び右側の分割ラインの角度θＬ１，θＲ１を以下の数式９，１０により算出し、算出
された角度θＬ１，θＲ１で仮想面ＶＰを分割する（図２１（ｃ）参照）。なお、オフセ
ット量Ｄは、車両中心Ｐ０に対して右方向にオフセットしている場合を正とする。
【数９】

【数１０】

【００４７】
　さらに、制御部７は、左側及び右側のストラクチャ高さをＳＬ，ＳＲとして、路面部と
ストラクチャとの左側及び右側の分割ラインの角度θＬ２，θＲ２を以下の数式１１，１
２により算出し、算出された角度θＬ１，θＲ１で仮想面ＶＰを分割する（図２１（ｃ）
参照）。

【数１１】

【数１２】

【００４８】
　そして、制御部７は、図２２（ａ），（ｂ）に示すように、走行条件に応じて放射線状
に分割された少なくとも一つの領域に視覚刺激が投影されるように視覚刺激を制御する。
なお、上記分割例は単車線を仮定しているが、表示範囲の分割位置を決定する際は、複数
車線における車両の走行車線位置を考慮して実際の走行条件を設定することが望ましい。
具体的には、運転者の視線高さＨを１．４［ｍ］、左側及び右側車線から車両中心Ｐ０ま
での距離ＷＬ，ＷＲをそれぞれ２，１．５［ｍ］、車両中心Ｐ０に対する運転席中心Ｐ１
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のオフセット量Ｄを０．４［ｍ］と試算すると、分割角度θＬ１，θＲ１はそれぞれ５９
．７，３８．２［度］となり、車両中心Ｐ０に対し運転者が右側にオフセットしている車
両においては、左側の分割角度が右の分割角度より大きくなる。さらに、左側及び右側の
ストラクチャ高さＳＬ，ＳＲを共に１［ｍ］として他の条件を前記の数値で試算すると、
分割角度θＬ２，θＲ２はそれぞれ８８，７０［度］となり、車両中心Ｐ０に対し運転者
が右側にオフセットしている車両においては、ストラクチャ部についても左側の分割角度
が右の分割角度より大きくなる。
【００４９】
　また、上述の通り、分割された各領域は、走行条件によって異なり、左右の分割領域に
関しては、市街地であれば建物等によって左右のストラクチャ高さＳＬ，ＳＲは大きくな
るので、表示範囲は大きくなる。また、左側走行の法規の国では、左側が歩道で右側に対
向車が走行するため、右側フローが大きくなる。従って、このような場合には、左右のフ
ローを均等にするように、自己運動で得られる視覚刺激を右側に割り当てることが望まし
い。
【００５０】
　以上の説明から明らかなように、本発明の第６の実施形態となる運転感覚調整装置によ
れば、制御部７が、仮想面を車両進行方向を中心として放射線状に分割し、視覚刺激を仮
想面ＶＰに投影した際、放射線状に分割された少なくとも一つの領域に視覚刺激が投影さ
れるように走行条件に応じて視覚刺激を制御するので、外部の景色や運転状況に応じて、
より現実の場面に即した視覚刺激を提示することができる。
【実施例７】
【００５１】
　本発明の第６の実施形態となる運転感覚調整装置は、上記第１乃至第６の実施形態とな
る運転感覚調整装置と同じ構成を有し、制御部７が、図２３（ａ），（ｂ）、図２４（ａ
），（ｂ）に示すように、視覚刺激の要素のコントラストが仮想点（この場合は仮想面の
中心位置）に近づくにつれて弱くなるように視覚刺激を制御する。このような構成によれ
ば、奥行き知覚現象の一つである大気遠近法によって、運転者は仮想点が遠くにあるよう
に知覚するために、実風景に近い自然な視覚刺激を提示し、運転者が視覚刺激に対して煩
わしさを感じることを防止できる。また、大気遠近法によれば、視覚刺激の要素が仮想点
に近づくにつれてその色の青みを増す、輝度を低くする、密度を高くすることによっても
同様の効果を得ることができる。さらに、制御部７は、同様の方法により、奥行き方向Ｚ
に応じてコントラストを変化させてもよい。
【実施例８】
【００５２】
　本発明の第８の実施形態となる運転感覚調整装置は、上記第１乃至第７の実施形態とな
る運転感覚調整装置の構成に加えて、車外及び車室内の光量を検出するセンサを備え、制
御部７が、車外と車室内の光量に応じて、視覚刺激の輝度，コントラスト，色，密度，又
は不透過率のうちの少なくとも一つを変化させる。一般に、車両運転時には、外光は常に
変化するために、運転者が視覚刺激を認識できない場合が考えられる。従って、このよう
な構成によれば、運転者はどのような走行シーンにおいてでも視覚刺激を認識できるよう
になる。
【実施例９】
【００５３】
　本発明の第９の実施形態となる運転感覚調整装置は、上記第１乃至第８の実施形態とな
る運転感覚調整装置と同じ構成を有し、車両状況検出部５が、車両の横加速度を検出する
。そして、制御部７は、時間Δｔの間の横加速度の変化量が所定値以上である場合、車両
進行方向にふらつきがあると判断し、時間Δｔの間の操舵角から車両の進行方向を推定し
、地球座標系に固定した仮想点から視覚刺激を提示する。なお、制御部７は、ピッチ，ロ
ール，ヨー，加速Ｇ，車速，ロール角，操舵角，操舵角速度等に基づいて車両のふらつき
を判断してもよい。そして、このような構成によれば、車両のふらつきを視覚刺激により
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補正することができるので、ふらつきによって運転者が感じる不安定さを軽減することが
できる。
【実施例１０】
【００５４】
　本発明の第１０の実施形態となる運転感覚調整装置は、上記第１乃至第９の実施形態と
なる運転感覚調整装置と同じ構成を有し、運転環境検出部４が、ワイパーアームの作動の
有無を検出する。そして、制御部７は、ワイパーアームが作動している場合、車両の進行
方向が不明瞭であると判断し、視覚刺激を提示する。なお、制御部７は、雨滴センサによ
り雨が降っていることを検出した場合や、霧，雪，砂嵐等の自然環境に応じて運転者の進
行方向が不明瞭であると判断してもよい。また、車両に設けられた外部カメラにより撮像
した画像から外部のストラクチャの運動を測定し、上記判断を行ってもよい。そして、こ
のような構成によれば、車両の進行方向が運転者にとって不明瞭な場合であっても、運転
者は、視覚刺激によって車両の進行方向を把握することができる。
【実施例１１】
【００５５】
　本発明の第１１の実施形態となる運転感覚調整装置は、上記第１乃至第１０の実施形態
となる運転感覚調整装置と同じ構成を有し、運転者状況検出部６が、運転者の瞬きの回数
や眼球の動きを検出する。そして、制御部７は、瞬きの回数が一定値以上になった場合、
運転者の覚醒状態が低いと判断し、進行方向を見失わないように視覚刺激を提示する。ま
た、制御部７は、眼球の動きに基づいて、進行方向に対しての視線移動量が大きく、停留
時間が０．２［秒］以上になった場合、運転者はわき見運転をしていると判断し、視覚刺
激を提示する。そして、このような構成によれば、運転者の進行方向に対する意識が低い
場合であっても、進行方向の把握と進行方向への意識を高めることができる。
【実施例１２】
【００５６】
　運転者の運転感覚を調整して運転者の運転感覚を安定させる方法として、車体を貫通さ
せたウィンドウ（枠）を車室内の運転者の周辺視野内に設置し、このウィンドウを介して
車外環境、特に、路面オプティカルフローの視知覚情報を運転者に提示する方法が考えら
れる。しかしながら、このようなウィンドウを実際に設けることは車両の機能部品に影響
を与えるために現実的の方法ではない。なお、このような問題を解決するために、車体に
より遮られ、運転者にとって死角となっている車外環境の映像を撮像，提示したり、撮像
された車外映像の歪みを補正することにより、運転者の視界に対し違和感のない車外映像
を提示する方法が考えられる。
【００５７】
　ところが、車外環境の映像を単に提示した場合には、撮像装置の方向，車外映像の変形
，撮像装置の画角，車体のロール（ピッチ）等の影響によって、運転者が車外映像と車外
風景とを対応付けすることが難しい。また、画像処理によって運転者の視界に対して違和
感のない映像を表示するとしても、画像処理に時間を要するために、運転操作による車両
挙動と映像の変化にずれが生じ、路面オプティカルフローの視知覚情報として有効活用す
ることができない。
【００５８】
　そこで、本発明の第１２の実施形態となる運転感覚調整装置は、以下に示す構成により
、運転者が車外映像と車外風景とを対応付けすることを容易にし、運転者の運転感覚を安
定させる。以下、図面を参照して、本発明の第１２の実施形態となる運転感覚調整装置の
構成について説明する。
【００５９】
　本発明の第１２の実施形態となる運転感覚調整装置は、図２５（ａ），（ｂ）に示すよ
うに、車外映像を撮像する撮像装置１１と、撮像装置１１が撮像した車外映像を視覚刺激
として表示する視覚刺激表示装置１２とを備える。また、視覚刺激表示装置１２は、車室
内であって、運転時の運転者の視野角１５度以上の周辺視野内（図７参照）、特に助手席
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側斜め前方又は側方の位置に設けられ、視覚刺激表示装置１２の表示画面は、運転者の眼
球位置Ｅと表示画面中央部とを結ぶ直線１３が表示画面に対し垂直になるように配置され
ている。
【００６０】
　また、撮像装置１１は、直線１３を含む垂直平面上、又は、その光軸１４が直線１３上
に略一致する位置に設置されている。このような構成によれば、視覚刺激表示装置１２の
画面垂直方向と車外映像の方向とを略同じにすることができるので、運転者が表示画面を
視認した際、表示画面の車外映像と車外環境とを容易に対応付けし、運転者の運転感覚を
安定させることができる。
【００６１】
　なお、図２６（ａ）に示すように、視覚刺激表示装置１２と同じ設置条件、且つ、同じ
大きさである仮想的な枠１５を設置し、この枠１５を通して運転者が単眼注視又は両眼周
辺視で車外環境を見た場合、運転者により知覚される路面範囲は点線範囲１６のようにな
る。一方、図２６（ｂ）に示すように、運転者の視点位置Ｅと視覚刺激表示装置１２の表
示画面中央とを結ぶ直線１３と撮像装置１１の光軸１４を一致させた場合には、撮像装置
１１が撮像する路面範囲は実線範囲１７のようになる。すなわち、路面までの距離が運転
者の眼球位置Ｅと撮像装置１１の位置とで異なるために、運転者が単眼注視又は両眼周辺
視で車外環境を見た場合に運転者により知覚される路面範囲１６と撮像装置１１により撮
像される路面範囲１７は図２７に示すように一致せず、撮像装置１１により撮像される路
面範囲１７は路面範囲１６と比べて歪んでしまう。
【００６２】
　従って、視覚刺激表示装置１２の上端部又は運転者が進行方向を注視した際の中心視に
近い視覚刺激表示装置１２の端部において、撮像装置１１のズーミング等の機能を使用し
たり、座標変換等の画像処理を行ったり、撮像装置１１又は視覚刺激表示装置１２の配置
を運転者の眼球位置Ｅと視覚刺激表示装置１２の画面中央とを結ぶ直線１３を含む垂直平
面上又はその略直線上で調整したりすることにより、図２８に示すように、路面範囲１６
の上端部と撮像装置１１により撮像される路面範囲１７ａの上端部又は運転者が進行方向
を注視した際の中心視に近い表示画像の上端位置とが略一致するように、路面範囲１７ａ
を路面範囲１７ｂに移動することが望ましい。すなわち、視覚刺激表示装置１２の上端部
又は運転者が進行方向を注視した際の中心視に近い視覚刺激表示装置１２の端部において
、車外映像と車外環境の時間変化の方向を運転者が同一と視認するようにすることが望ま
しい。
【００６３】
　また、視覚刺激表示装置１２の上端部又は運転者が進行方向を注視した際の中心視に近
い視覚刺激表示装置１２の端部において、撮像装置１１のズーミング等の機能を使用した
り、画像を切り出す等の画像処理を行ったり、広角レンズを使用したり、撮像装置１１又
は視覚刺激表示装置１２の配置を運転者の眼球位置Ｅと視覚刺激表示装置１２の画面中央
とを結ぶ直線１３を含む垂直平面上又はその略直線上で調整したりすることにより、図２
９に示すように、路面範囲１７ａの大きさ又は画角１８と路面範囲１６の大きさ又は画角
とが略一致するように、路面範囲１７ａを路面範囲１７ｂに補正してもよい。すなわち、
視覚刺激表示装置１２の上端部又は運転者が進行方向を注視した際の中心視に近い視覚刺
激表示装置１２の端部において、車外映像と車外環境の距離感、換言すれば、車外映像と
車外環境の移動速度（時間移動量）を運転者が同一と視認するようにすることが望ましい
。
【００６４】
　このような構成によれば、車外映像全体が車外環境と完全に一致していない場合であっ
ても、運転者は、車外映像を単眼注視又は両眼周辺視で視認することにより、フロントウ
インドウ越しに見られる路面のオプティカルフローと違和感なく連続して運動方向を知覚
することができる。また、面積が増加したオプティカルフロー全体の運動方向に基づいて
自己直進運動の進行方向知覚が容易になる。なお、運転者に視覚刺激を提示している時と
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提示していない時とで、運転者に車線中央維持を指示して実際に直線路を走行した際の車
線間自車位置（レーンキープ）の精度を調べた結果、図３０に示すように、運転者に視覚
刺激を提示している際の自車位置の平均値ｍｂは視覚刺激を提示していない際の自車位置
の平均値ｍａよりも車線中央側に寄り、さらに、運転者に視覚刺激を提示している際の自
車位置のばらつきｓｂは視覚刺激を提示していない際のばらつきｓａの約１／３に低減し
た。このことから、視覚刺激を提示することにより、直線路における車線間自車位置の精
度が向上することがわかる。
【００６５】
　なお、図示は省略するが、上記実験において、曲線路走行の場合には、視覚刺激を提示
することにより、旋回中の運転者の頭部姿勢が安定することが知見された。また、上記実
験は、撮像装置１１としてマイクロカラーカメラ（ｆ＝７．５ｍｍ）を車両のフロントバ
ンパー左側に取り付け、視覚刺激表示装置１２として液晶モニタ（１０．５インチ）を車
両左右中央のダッシュボード付近に設置し、運転者の眼球位置Ｅとモニタ中央，カメラの
光軸が略直線上に位置するように配置し、表示画像を調整することにより行った。
【００６６】
　また、図３１（ａ），（ｂ）に示すように、運転者が単眼注視又は両眼周辺視する場合
の視野角１９と視覚刺激表示装置１２に正対して両眼で視認する場合の視野角２０は異な
り、視覚刺激表示装置１２に正対して両眼で視認する場合の方が視野角は広くなる。また
、両眼で視認する時は、運転者は、図３２に示す表示画像の中央２１付近を注視し、その
位置で距離感等を視知覚することが知られている。
【００６７】
　そこで、撮像装置１１のズーミング等の機能を使用したり、座標変換等の画像処理を行
ったり、広角レンズを使用したり、撮像装置１１又は視覚刺激表示装置１２の配置を運転
者の眼球位置Ｅと視覚刺激表示装置１２の画面中央とを結ぶ直線１３を含む垂直平面上又
はその略直線上で調整したりすることにより、撮像装置１１により撮像される路面範囲１
７の上下方向中央における水平画角が左眼視野２２の上下方向中央右端点２２ａと右眼視
野２３の上下方向中央左端点２３ａにおいて略一致するように、路面範囲１７を補正する
ことが望ましい。このような構成によれば、両眼注視の場合、車外画像の中央で車外環境
の位置，距離感，距離方向，速度等を対応付けすることができる。
【００６８】
　また、図３３に示すように、運転者が前方又は視覚刺激表示装置１２のどちらを注視し
ているかを判別する判別装置２４を設け、判別装置２４の判別結果に応じて、上記のよう
な視野角の差を補正した画像とナビゲーションシステムの表示画面との間で視覚刺激表示
装置１２に表示する画面を切り替える切り替え装置２５を制御することにより、運転者が
注視している対象に応じて視野角の差を補正した画像とナビゲーションシステムの表示画
面とを切り替えて表示してもよい。このような構成によれば、視野角の差を補正すること
なく、視野角の差に伴う違和感を軽減することができる。
【００６９】
　なお、図３３に示す例では、運転者が視覚刺激表示装置１２を注視している際に表示す
る画像はナビゲーションシステムの表示画面であるが、ナビゲーションシステム以外の駐
車支援システム等のその他の情報提示システムの表示画面や、テレビジョン映像や映画等
の映像メディアを表示してもよい。また、画面を消灯し、何の情報も表示しなくてもよい
。また、判別装置２４は、運転者の眼の動きを計測したり、運転者の頭部姿勢をセンシン
グしたり、視覚刺激表示装置１２と運転者の眼又は頭部の位置関係を計測することにより
、運転者が前方又は視覚刺激表示装置１２のどちらかを注視しているかを判別する。
【００７０】
　また、図３４に示すように、車内に画像処理装置２６を設け、この画像処理装置２６に
よって、撮像装置１１により撮像された映像を例えばグレースケール表示又はある閾値で
二値化し、特定の時間差で撮像された二枚の車外画像の差の絶対値を取ることにより差分
画像を生成し、生成された差分画像を視覚刺激として視覚刺激表示装置１２に表示するよ
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うにしてもよい。このような構成によれば、運転者の周辺視野に提示する視覚刺激として
重要度の低い高精度の情報は表示されないので、運転者の煩わしさを低減し、ディストラ
クションを抑制することができる。運転者の周辺視野内に車外環境、特に路面オプティカ
ルフローの視知覚情報を提示するという観点からすれば、表示画像が車外環境を高精度に
表示していなくても車外環境と連続して視知覚されれば問題はない。なお、コントラスト
の変化が大きい部分を表示したり、空間周波数の高い部分を表示しないように、画像処理
装置２６によって撮像装置１１により撮像された映像に対して画像処理を行った後に視覚
刺激表示装置１２に表示してもよい。また、撮像装置１１又は視覚刺激表示装置１２のピ
ントを変えて視覚刺激を提示するようにしてもよい。
【００７１】
　また、図３５に示すように、車両挙動検出装置２７によって車両の路面に対する傾斜角
度をサスペンションのストローク量に基づいて検出し、検出された傾斜角度に応じて撮像
装置１１を光軸１４回りに回転駆動する回転機構２８を駆動制御することにより、表示画
像中の路面座標系における水平線と実際の路面座標系における水平線が略平行になるよう
にしてもよい。このような構成によれば、表示画像中の水平線と外環境の水平線の不一致
による運転者の平衡感覚の乱れを抑制することができる。なお、車両の路面に対する傾斜
角度は、ヨーレイトやロールレイト等の車両挙動を検出し、検出された車両挙動と車両モ
デルから検出するようにしてもよい。また、旋回中の横加速度の影響が小さい場合には、
光軸１４回りに回転可能な軸受けを撮像装置１１に設け、先端に重りをつけた振り子状の
リンクをその回転中心に連結させることにより、撮像装置１１を回転させてもよい。
【００７２】
　また、図３６に示すように、撮像装置１１が撮像する外環境の範囲の明るさを検出する
明るさ検出装置２９を設け、明るさ検出装置２９の検出結果に基づいて明るさ調整装置３
０によって撮像装置１１又は視覚刺激表示装置１２において表示画像の明るさや輝度を変
化させてもよい。このような構成によれば、視覚刺激表示装置１２の表示画面に表示され
る車外映像が視覚刺激として明るすぎる場合、運転者が煩わしさを感じることを抑制した
り、逆に暗すぎる場合には、視覚刺激として適当な明るさに調整して運転者が視覚刺激を
知覚できるようにすることができる。また、撮像装置１１又は視覚刺激表示装置１２にお
いて表示画像の明度，色彩，色相等の色情報を変化させてもよい。
【実施例１３】
【００７３】
　本発明の第１３の実施形態となる運転感覚調整装置は、図３７に示すように、車両の車
速や操舵角等の車両状態を検出する車両状態検出部４１と、車両状態検出部４１により検
出された車両状態に合わせた視覚刺激をリアルタイムで作成する視覚刺激作成部４２と、
視覚刺激作成部４２により作成された視覚刺激を運転者の周辺視野内に提示する液晶ディ
スプレイや有機ＥＬパネル等の視覚刺激提示部４３とを主な構成要素として備える。そし
て、このような構成を有する運転感覚調整装置は、以下に示すように動作することにより
運転者が車外映像と車外環境とを対応付けすることを容易にし、運転者の運転感覚を安定
させる。以下、図面を参照して、本発明の第１３の実施形態となる運転感覚調整装置の構
成について説明する。
【００７４】
　本発明の第１３の実施形態となる運転感覚調整装置は、図３８に示すように、車両進行
方向の無限遠方に仮想点Ｉを定義し、仮想点Ｉから車両方向に向かって仮想的な直線（以
下、仮想線と表記）ＶＬを路面上に延伸させる。なお、この仮想線ＶＬが視覚刺激提示部
４３を透過すると仮定すると、仮想線ＶＬは視覚刺激提示部４３上にも定義される。そし
て、視覚刺激作成部４２は、仮想線ＶＬに沿って連続的に平行に移動する視覚刺激を作成
し、視覚刺激提示部４３は、図３９に示すように、視覚刺激作成部４２によって作成され
た視覚刺激Ｐを提示する。
【００７５】
　このような構成によれば、運転者がフロントウィンドウ越しに見る車両の進行に伴う路
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面オプティカルフローと、視覚刺激提示部４３により提示される路面オプティカルフロー
の車両進行方向成分の流れが同じになるので、運転者は、フロントウィンドウ越しに見る
路面オプティカルフローと違和感無く連続して運動方向を知覚することができるようにな
り、面積が増加したオプティカルフロー全体の運動方向をもとに、自己直進運動の進行方
向知覚が容易になる。
【００７６】
　なお、視覚刺激Ｐの単位時間あたりの移動距離、すなわち移動速度は、車両状態検出部
４１により検出される車両の車速に比例させる。具体的には、車両の車速が時速３０ｋｍ
である場合、視覚刺激作成部４２は、視覚刺激提示部４３のリフレッシュタイミング毎に
画面上を左方向に４０ピクセル，下方向に３０ピクセル移動する視覚刺激Ｐを作成し、車
速が時速６０ｋｍである場合には、画面上を左方向に８０ピクセル，下方向に６０ピクセ
ル移動する視覚刺激Ｐを作成する。
【００７７】
　また、視覚刺激Ｐの形状は、運転者の周辺視野領域（図７参照）で動きが知覚できるも
のであれば、円，四角，星形，線形状等、どのような形状であっても構わない。また、視
覚刺激Ｐが視覚刺激提示部４３の画面左端又は下端に到達した際には、視覚刺激提示部４
３は、仮想線ＶＬに平行な線上の右端又は上端から視覚刺激Ｐを繰り返し移動表示する。
また、画面上には仮想線ＶＬは提示しない。
【００７８】
　また、運転者の交代等によって運転者の視点位置が大きく移動した場合には、視覚刺激
提示部４３に定義した仮想線ＶＬと車両前方の仮想点Ｉから定義した仮想線ＶＬとがずれ
ることがある。このような場合、例えば図４０に示すように、視覚刺激提示部４３の特定
箇所を支点４４とする回転機構を設け、この回転機構によって視覚刺激提示部４３を回転
させることにより、視覚刺激提示部４３に定義した仮想線ＶＬと車両前方の仮想点Ｉから
定義した仮想線ＶＬとを一致させることが望ましい。
【００７９】
　以上の説明から明らかなように、本発明の第１３の実施形態となる運転感覚調整装置に
よれば、運転者がフロントウィンドウ越しに見る路面のオプティカルフローと同じ車両進
行方向成分を有するオプティカルフローを視覚刺激提示部４３に表示し、通常の車両構造
では車両機能部品により遮られている運転者の周辺視野内に車両運動に伴う路面オプティ
カルフローに相当する視覚刺激を提示するので、オプティカルフロー全体の面積が増加す
ることにより、運転者の進行方向知覚が容易になる。
【実施例１４】
【００８０】
　本発明の第１４の実施形態となる運転感覚調整装置は、図４１に示すように、上記第１
３の実施形態となる運転感覚調整装置の構成に加えて、車外の照度を測定する車外照度測
定装置４５と、視覚刺激提示部４３における視覚刺激の提示条件を調整する視覚刺激調整
部４６とを備える。そして、このような構成を有する運転感覚調整装置は、以下に示すよ
うに動作することにより運転者が車外映像と車外環境とを対応付けすることを容易にし、
運転者の運転感覚を安定させる。以下、図面を参照して、本発明の第１４の実施形態とな
る運転感覚調整装置の構成について説明する。
【００８１】
　本発明の第１４の実施形態となる運転感覚調整装置は、図４２に示すように、車両進行
方向の無限遠方に仮想点Ｉを定義し、仮想点Ｉから車両方向に向かって仮想的な直線であ
る２本の仮想線ＶＬ１，ＶＬ２を路面上に延伸させる。なお、仮想線ＶＬ１，ＶＬ２が視
覚刺激提示部４３を透過すると仮定すると、仮想線ＶＬ１，ＶＬ２は視覚刺激提示部４３
上にも定義される。
【００８２】
　次に、視覚刺激作成部４２は、図４３に示すように、例えば進行方向横方向等、仮想線
ＶＬ１，ＶＬ２に対し空間上直交する方向に複数の表示線ＤＬを等間隔に定義する。すな
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わち、視覚刺激作成部４２は、仮想点Ｉ付近では密度が高く、車両付近では密度が低い複
数の表示線ＤＬを定義する。次に、視覚刺激作成部４２は、表示線ＤＬに対し平行な関係
を保ちながら連続的に移動する複数の情報線ＩＬを視覚刺激として作成し、視覚刺激提示
部４３は、図４４に示すように、視覚刺激作成部４２によって作成された情報線ＩＬを提
示する。
【００８３】
　ここで、情報線ＩＬの単位時間あたりの移動距離、すなわち移動速度は、車両状態検出
部４１により検出される車両の車速に比例させる。具体的には、車両の車速が時速３０ｋ
ｍである場合、視覚刺激作成部４２は、視覚刺激提示部４３のリフレッシュタイミング毎
に画面上を下方向に３０ピクセル移動した情報線ＩＬを作成し、車速が時速６０ｋｍであ
る場合には、画面上を下方向に６０ピクセル移動した情報線ＩＬを作成する。また、情報
線ＩＬが視覚刺激提示部４３の画面下端に到達した際には、視覚刺激提示部４３は、画面
上端から情報線ＩＬを繰り返し移動表示すると共に、仮想線ＶＬ１，ＶＬ２及び表示線Ｄ
Ｌは実際には表示しない。
【００８４】
　なお、この時、視覚刺激提示部４３は、図４５に示すように、各仮想線ＶＬ１，ＶＬ２
と画面の左右端及び上下端により囲まれる画面領域Ｒ１，Ｒ２をマスキングエリアに設定
し、設定されたマスキングエリアＲ１，Ｒ２には情報線ＩＬを表示せずに、仮想線ＶＬ１
，ＶＬ２間にのみ情報線ＩＬを表示するようにしてもよい。また、視覚刺激調整部４６は
、車外照度測定装置４５により測定された車外の照度に応じて、視覚刺激提示部４３が液
晶ディスプレイである場合にはバックライドの輝度等、視覚刺激提示部４３の表示画面全
体の輝度を変化させるようにしてもよい。
【００８５】
　また一般に、床や地面に相当するような比較的広い面を見る際、奥行き方向に広がる平
面の知覚には大きさ変化と密度変化が影響し、物体の形状と異なり遠近法の影響が大きく
作用することが知られている（例えば、日本視覚学会編，視覚情報処理ハンドブック，朝
倉書店参照）。そこで、視覚刺激作成部４２は、図４６に示すように、きめの勾配や線遠
近感等の幾何学的遠近感を情報線ＩＬに付与するようにしてもよい。具体的には、この場
合、視覚刺激作成部４２は、図４７に示すように、視覚刺激提示部４３の右上端点を原点
（０，０）とするＸＹ座標を定義し、点（０，ｎ－１・ｄ）（ｎ≧１，ｄ＞０）を通り、
且つ、表示線ＤＬと同じ傾きを有する複数の情報線ＩＬを作成する。
【００８６】
　なお、情報線ＩＬを移動表示する際には、Ｙ座標の増加に伴って移動距離を大きくする
。また、情報線ＩＬの表示間隔に加えて、各情報線ＩＬの太さを太くすることにより、さ
らに遠近感を強調して表現することが可能になる。また、上述のマスキングエリアＲ１，
Ｒ２を設定することにより、情報線ＩＬの長さと間隔によってさらに遠近感を強調して表
示することができる。
【００８７】
　また、ロール等の車両挙動の影響によって視覚刺激提示部４３において定義した仮想線
ＶＬと車両前方の仮想点Ｉから定義した仮想線ＶＬとがずれることがある。このような場
合、車両状態検出部４１において、ロールレイトやヨーレイト等、車両の路面に対する傾
斜角度を検出し、検出結果に基づいて図４８に示すように仮想点Ｉの位置を車両進行方向
に対し左右方向又は上下方向に移動することにより、視覚刺激提示部４３において定義し
た仮想線ＶＬと車両前方の仮想点Ｉから定義した仮想線ＶＬとを一致させることが望まし
い。
【００８８】
　なお、仮想点Ｉ及び仮想線ＶＬは実際には視覚刺激提示部４３に表示しないために、車
両挙動の影響によって実際に表示に影響があるのは情報線ＩＬだけである。そのため、情
報線ＩＬの傾きを車両進行方向に対して空間上直交するように情報線ＩＬを作成するよう
にしてもよい。すなわち、車両進行方向右側ロールレイトの影響であれば、車両のロール
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角に応じて情報線ＩＬの右側を上方、又は左側を下方、又は両方向に傾ければよい。また
、仮想点Ｉを左側に移動させることにより情報線ＩＬを傾けるようにしても良い。
【００８９】
　また、運転者の交代等によって運転者の視点位置が変化した場合にも、上述の通り、視
覚刺激提示部４３において定義した仮想線ＶＬと車両前方の仮想点Ｉから定義した仮想線
ＶＬとがずれることがあるので、運転者のスイッチ入力等の操作によって仮想点Ｉを上下
方向又は左右方向に移動できるようにするとよい。また、上記実施形態において、運転者
の顔を含む画像データから運転者の眼の位置を検出する装置（例えば、特許第３４６５５
６６号参照）を設け、この装置の検出結果を利用して仮想点Ｉを定義するようにしてもよ
い。
【００９０】
　以上の説明から明らかなように、本発明の第１４の実施形態となる運転感覚調整装置に
よれば、車両進行に伴う路面オプティカルフローのうち、車両進行方向に対して横方向の
移動性便を表示するので、最小限の表示情報により進行方向知覚を容易にすることができ
る。また、運転者の眼球位置Ｅが横方向に移動しても、運転者は、フロントウィンドウ越
しに見る路面オプティカルフローと違和感無く連続して運動方向を知覚することができる
。
【００９１】
　また、本発明の第１４の実施形態となる運転感覚調整装置によれば、表示情報に対して
、運転者がフロントウィンドウ越しに見る路面の奥行き感と連続的な奥行き感を持たせる
ことができるので、より自然な表示情報により進行方向知覚を容易にすることができる。
また、仮想点Ｉを移動させることにより、情報線ＩＬの傾きを変更するので、ロール等の
車両挙動の影響によってフロントウィンドウ越しに見る路面オプティカルフローとの傾き
のずれを解消することができ、車両挙動に係わらず自然な表示情報により進行方向知覚を
容易にすることができる。
【００９２】
　また、本発明の第１４の実施形態となる運転感覚調整装置によれば、、運転者の交代等
によって運転者の視覚位置が大きく移動した際に発生し得る、視覚刺激提示部４３におい
て定義した仮想線ＶＬと車両前方の仮想点Ｉから定義した仮想線ＶＬとの不一致を解消す
ることができるので、運転者の視点位置の変化に係わらず自然な表示情報により進行方向
知覚を容易にすることができる。
【実施例１５】
【００９３】
　本発明の第１５の実施形態となる運転感覚調整装置は、図４９に示すように、上記第１
４の実施形態となる運転感覚調整装置における車外照度測定装置４５が適正速度算出装置
４７に置き換えられた構成となっており、適正速度算出装置４７は、特定路に対する適正
速度情報を記憶したナビゲーションシステム等により構成され、車両進行路に対する適正
な速度を算出する。そして、このような構成を有する運転感覚調整装置は、以下に示すよ
うに動作することにより運転者が車外映像と車外環境を対応付けることを容易にし、運転
者の運転感覚を安定させる。以下、図面を参照して、本発明の第１５の実施形態となる運
転感覚調整装置の構成について説明する。
【００９４】
　本発明の第１５の実施形態となる運転感覚調整装置では、視覚刺激作成部４２は、表示
線ＤＬに対し平行な関係を保ちながら連続的に移動する２種類の情報線ＩＬ１，ＩＬ２を
視覚刺激として作成し、視覚刺激提示部４３は、図５０に示すように、視覚刺激作成部４
２によって作成された情報線ＩＬを提示する。なお、この時、情報線ＩＬ１の移動速度は
自車両の走行速度に、情報線ＩＬ２の移動速度は適正速度算出装置４７により算出される
適正速度に対応させる。具体的には、適正速度が時速６０ｋｍである道路を車両が時速３
０ｋｍで走行している場合、視覚刺激作成部４２は、情報線ＩＬ２を画面上を下方向に６
０ピクセル移動し、情報線ＩＬ１を画面上を下方向に３０ピクセル移動させる。
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【００９５】
　この時、情報線ＩＬ１，ＩＬ２に幾何学的遠近法を適用している場合には、画面上端と
画面下端とでは表示移動距離が異なるため、上記の値は各情報線の移動量の平均値である
ことは言うまでもない。また、表示線ＩＬ１，ＩＬ２は、表示輝度、又は表示色の彩度若
しくは明度が異なるために、運転者は異なる２つの速度成分の情報線ＩＬ１，ＩＬ２が移
動表示していることを知覚することができる。また、表示線ＩＬ１，ＩＬ２の表示移動速
度が異なるため、表示線ＩＬ１，ＩＬ２が重畳することが考えられるが、この場合、重畳
した際の情報線ＩＬ１，ＩＬ２の表示輝度又は表示色の彩度若しくは明度、又は両者の組
み合わせはそれぞれの中間の値とすることが望ましい。これにより、各情報線ＩＬ１，Ｉ
Ｌ２のフローの連続性を保って知覚させることができる。
【００９６】
　以上の説明から明らかなように、本発明の第１５の実施形態となる運転感覚調整装置に
よれば、２種類の速度で連続性を保って知覚されるフローを表示することにより、目標速
度に対して速い又は遅い又は同等という速度差成分、すなわち相対速度を提示することが
できる。また、速度差の大きさは表示輝度の周期変化で表現されるために、明暗の変化や
物体の知覚の時間的情報の需要に優れている周辺視野領域（例えば、福田忠彦著，運転知
覚における中心視と周辺視の機能差，テレビジョン学会誌，vol32，No.6，pp.492-498参
照）で知覚可能な情報として提示することができる。
【００９７】
　以上、本発明者らによってなされた発明を適用した実施の形態について説明したが、こ
の実施の形態による本発明の開示の一部をなす論述及び図面により本発明は限定されるこ
とはない。すなわち、この実施の形態に基づいて当業者等によりなされる他の実施の形態
、実施例及び運用技術等は全て本発明の範疇に含まれることは勿論であることを付け加え
ておく。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明の第１の実施形態となる運転感覚調整装置の構成を示す模式図である。
【図２】図１に示す運転感覚調整装置が運転者に提示する視覚刺激の構成を説明するため
の図である。
【図３】図１に示す運転感覚調整装置により運転者に提示される視覚刺激の一例を示す図
である。
【図４】図１に示す運転感覚調整装置が運転者に提示する視覚刺激の応用例の構成を説明
するための図である。
【図５】図４に示す領域内における光点の密度分布がＸＹ平面内において変化する例を示
す図である。
【図６】本発明の第２の実施形態となる運転感覚調整装置が運転者に提示する視覚刺激の
構成を説明するための図である。
【図７】進行方向知覚の弁別範囲を説明するための図である。
【図８】車両旋回時の旋回焦点の位置算出方法を説明するための図である。
【図９】本発明の第２の実施形態となる運転感覚調整装置が車両直進時に運転者に提示す
る視覚刺激の一例を示す図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態となる運転感覚調整装置が車両旋回時に運転者に提示
する視覚刺激の一例を示す図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態となる運転感覚調整装置が車両旋回時に運転者に提示
する視覚刺激の応用例を示す図である。
【図１２】本発明の第２の実施形態となる運転感覚調整装置が車両旋回時に運転者に提示
する視覚刺激の応用例を示す図である。
【図１３】左旋回時及び右旋回時における拡大焦点の移動量を説明するための図である。
【図１４】本発明の第２の実施形態となる運転感覚調整装置が車両旋回時に運転者に提示
する視覚刺激の応用例を示す図である。
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【図１５】車両前輪の転舵角，車両のホイールベース，車速，重力加速度，及び比例定数
に応じた視覚刺激の位置変化を説明するための図である。
【図１６】本発明の第３の実施形態となる運転感覚調整装置が運転者に提示する視覚刺激
の構成を説明するための図である。
【図１７】本発明の第３の実施形態となる運転感覚調整装置が運転者に提示する視覚刺激
の構成を説明するための図である。
【図１８】本発明の第４の実施形態となる運転感覚調整装置が運転者に提示する視覚刺激
の構成を説明するための図である。
【図１９】本発明の第４の実施形態となる運転感覚調整装置が運転者に提示する視覚刺激
の構成を説明するための図である。
【図２０】本発明の第５の実施形態となる運転感覚調整装置が運転者に提示する視覚刺激
の構成を説明するための図である。
【図２１】本発明の第６の実施形態となる運転感覚調整装置が運転者に提示する視覚刺激
の構成を説明するための図である。
【図２２】本発明の第６の実施形態となる運転感覚調整装置が運転者に提示する視覚刺激
の構成を説明するための図である。
【図２３】本発明の第７の実施形態となる運転感覚調整装置が運転者に提示する視覚刺激
の構成を説明するための図である。
【図２４】本発明の第７の実施形態となる運転感覚調整装置が運転者に提示する視覚刺激
の構成を説明するための図である。
【図２５】本発明の第１２の実施形態となる運転感覚調整装置の構成を示す模式図である
。
【図２６】視覚刺激表示装置と同じ設置条件、且つ、同じ大きさである仮想的な枠を通し
て運転者が単眼注視又は両眼周辺視で車外環境を見た場合に運転者により知覚される路面
範囲と、運転者の視点位置と視覚刺激表示装置の表示画面中央とを結ぶ直線と撮像装置の
光軸を一致させた場合に撮像装置により撮像される路面範囲を示す図である。
【図２７】視覚刺激表示装置と同じ設置条件、且つ、同じ大きさである仮想的な枠を通し
て運転者が単眼注視又は両眼周辺視で車外環境を見た場合に運転者により知覚される路面
範囲と、運転者の視点位置と視覚刺激表示装置の表示画面中央とを結ぶ直線と撮像装置の
光軸を一致させた場合に撮像装置により撮像される路面範囲の違いを示す図である。
【図２８】運転者の視点位置と視覚刺激表示装置の表示画面中央とを結ぶ直線と撮像装置
の光軸を一致させた場合に撮像装置により撮像される路面範囲の変形例を示す図である。
【図２９】運転者の視点位置と視覚刺激表示装置の表示画面中央とを結ぶ直線と撮像装置
の光軸を一致させた場合に撮像装置により撮像される路面範囲の変形例を示す図である。
【図３０】運転者に視覚刺激を提示している際と視覚刺激を提示していない際における自
車位置の平均値及びばらつきを示す図である。
【図３１】運転者が単眼注視又は両眼周辺視する場合の運転者の視野角と視覚刺激表示装
置に正対して両眼で視認する場合の運転者の視野角を示す図である。
【図３２】運転者の視点位置と視覚刺激表示装置の表示画面中央とを結ぶ直線と撮像装置
の光軸を一致させた場合に撮像装置が撮像する路面範囲の変形例を示す図である。
【図３３】本発明の第１２の実施形態となる運転感覚調整装置の応用例の構成を示す模式
図である。
【図３４】本発明の第１２の実施形態となる運転感覚調整装置の応用例の構成を示す模式
図である。
【図３５】本発明の第１２の実施形態となる運転感覚調整装置の応用例の構成を示す模式
図である。
【図３６】本発明の第１２の実施形態となる運転感覚調整装置の応用例の構成を示す模式
図である。
【図３７】本発明の第１３の実施形態となる運転感覚調整装置の構成を示すブロック図で
ある。
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【図３８】図３７に示す運転感覚調整装置における仮想点及び仮想線の定義方法を説明す
るための図である。
【図３９】図３７に示す運転感覚調整装置により提示される視覚刺激の一例を示す図であ
る。
【図４０】視覚刺激提示部に定義した仮想線と車両前方の仮想点から定義した仮想線との
間のずれを補正する方法を説明するための図である。
【図４１】本発明の第１４の実施形態となる運転感覚調整装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図４２】図４１に示す運転感覚調整装置における仮想点及び仮想線の定義方法を説明す
るための図である。
【図４３】図４１に示す運転感覚調整装置における表示線の定義方法を説明するための図
である。
【図４４】図４１に示す運転感覚調整装置により提示される視覚刺激の一例を示す図であ
る。
【図４５】マスキングエリアを設定した場合に提示される視覚刺激の一例を示す図である
。
【図４６】幾何学的遠近感の一例を示す図である。
【図４７】情報線に対する幾何学的遠近感の付与方法の一例を示す図である。
【図４８】視覚刺激提示部に定義した仮想線と車両前方の仮想点から定義した仮想線との
間のずれを補正する方法を説明するための図である。
【図４９】本発明の第１５の実施形態となる運転感覚調整装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図５０】図４１に示す運転感覚調整装置により提示される視覚刺激の一例を示す図であ
る。
【符号の説明】
【００９９】
１：車両
２：プロジェクタ
３：フィルム
４：運転環境検出部
５：車両状況検出部
６：運転者状況検出部
７：制御部
８：フロントウインドガラス
Ｉｎ：仮想点
Ｐｎ：光点
ＶＰ：仮想面
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